
平成 19年 12月

（第 １ 回）

京 都 府 教 育 委 員 会 会 議 録



１ 開 会 平成19年12月20日 午後４時１３分

閉 会 平成19年12月20日 午後５時１５分

２ 出席委員

藤 田 委 員 長 冷 泉 委 員 岩 田 委 員

大 橋 委 員 畑 委 員 田 原 教 育 長

３ 欠席委員

なし

４ 出席事務局職員

勝 間 教育次長 森 永 管理部長

宮 野 指導部長 橋 本 総務企画課長

永 野 教職員課長 桐 村 学校教育課長

北 澤 高校教育課長 永 野 教職員課長

太 田 企画情報室長 阿 部 主 幹

廣 田 主 任 林 主 任



５ 議事の大要

（１）開会

委員長が開会を宣告

（２）前会議録の承認

ア １１月分１回の会議録について、全出席委員異議なく、これを承認した。

（３）報告事項

ア 臨時代理議決の報告について

（ア）平成19年12月府議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見について

（イ）平成19年12月府議会定例会の議決を経るべき議案に対する意見について

【報 告】

教育長から、平成19年12月府議会定例会に提出される教育委員会関係議案につい

て知事から意見を求められた案件２件について、いずれも異議がないこととし、

（ア）については第43号議案として平成19年11月22日に （イ）については第44号、

、 。議案として平成19年12月10日に それぞれ臨時代理議決を行った旨の報告があった

イ 請願・陳情等の受理状況について

（ア）子どもの権利条約の理念の実現を求める申入れについて

【報 告】

指導部長から、申入れの概要について説明の後、平成６年に条約が締結されたと

ころであるが、本府では一人ひとりを大切にした教育を行っており、今後もしっか

りとした教育を進めていく旨の報告があった。

【意見等】

委員から、申入れの内容を見ると、憲法や法によってすでに実現がされているこ

と。国も本府も子どもの権利を守るという考えに違いはなく、今後もしっかりと取

り組んでいただきたい旨の意見があった。

（イ）憲法・子どもの権利条約に基づき、経済的困難と格差の拡大から子どもと教

育を守る要求書について

【報 告】

指導部長から、要求書の概要について説明の後、府教育委員会では経済的理由に

より高等学校への修学を断念することの無いよう様々な施策を実施しているところ



であるが、これら諸制度の情報提供をしっかりと行い、経済的に修学が困難な生徒

がこれらの制度を利用できないことのないように市町村教育委員会や関係機関との

連携を図り、保護者への周知を徹底するとともに、今後も施策の充実に向けて努め

ていきたい旨の報告があった。

【意見等】

委員から、本府修学資金貸与制度や授業料減免制度の財源に関して、国の補助金

等の状況について質問があり、企画情報室長から修学資金貸与制度は国からの交付

金を原資として行っているが支度金制度など一部府独自措置として拡充している部

分があること、また、授業料減免措置に関しては府独自措置である旨の説明があっ

た。委員から、国の制度だけでなく、本府も独自に取り組んでおり、引き続き実施

していただきたい旨の意見があった。また、制度の周知不足から利用できなかった

ということが無いようにしていただきたい旨の意見があった。

ウ まなび教育推進プラン及び府立学校キャリア教育推進プランについて

【報 告】

教育企画監から、10月定例教育委員会において両プランの中間案を報告後、パブ

リックコメントを実施した旨の説明があり、それぞれのプラン中間案に対する意見

の紹介の後、中間案からの修正事項について報告があった。

【意見等】

委員から、キャリア教育推進プランに、インターンシップ等の職業体験の充実が

あるが、現在の職業体験の実施方法では、事業所によって対応の違いが大きく、ま

た、受け入れ後の対応に戸惑うことも多いと思うこと。小・中・高とそれぞれの段

階に応じて、何を身につけさせ、何を感じさせたいのかを企業に明確に伝えて協力

を求めていく必要があると感じており、事業所への様々な情報提供についても今後

検討をいただきたい旨の意見があった。

エ 小学校教頭の人事異動について【非公開】

（４）議決事項

ア 第45号議案 小学校校長の人事異動について【非公開】

［原案どおり可決。]

イ 第46号議案 府立学校教員の懲戒処分について【非公開】

［原案どおり可決。]

（５）そ の 他

ア 公開しないこととする議決について

（京都府教育委員会会議規則第15条第１項第１号）



報告事項エ及び議決事項について、全出席委員異議なく、公開しないこととする

ことに議決。

（６）閉会

委員長が閉会を宣告



署 名

藤 田 委員長

冷 泉 委 員

岩 田 委 員

大 橋 委 員

畑 委 員

田 原 教育長

事 務 局 職 員


